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単価契約仕様書 

京都市住宅供給公社総務課  

（担当 上田、磯林）  

件 名 （単価契約）京都市住宅供給公社本社ビル一般廃棄物収集運搬業務委託 

契 約 期 間 令和８年４月１日 ～ 令和９年３月３１日 

予定数量 

一般廃棄物収集運搬業務（厨芥類、紙くず、木くず、吸い殻、ほこり） 

 約１，６００ｋｇ 

※あくまで予定量であり変動することがある。 

契 約 条 件 

 

１ 総則 

⑴ 本業務は、京都市契約事務規則、関係法令等を遵守するとともに、本仕様書

に基づき完全に施行すること。 

⑵ 本業務の受託人は、労働基準法及び労働安全衛生法を遵守の上、施行するこ

と。 

 

２ 業務の内容 

  本社から排出される一般廃棄物（厨芥類、紙くず、木くず、吸い殻、ほこり）

の収集運搬を、次の基準により実施すること。 

⑴ 受託者の条件 

  一般廃棄物の収集運搬の許可を受けた者でなければならない。 

⑵ 作業日 

令和８年４月１日から令和９年３月３１日までの毎日（ただし、土曜日、日

曜日、祝日及び１２月２９日から１月３日の間は除く）とする。 

 ⑶ 作業時間 

午後４時３０分から翌午前９時３０分までの間に実施することとする。 

⑷ 作業内容等 

   ア 本社入口前に集積された一般廃棄物（厨芥類、紙くず、木くず、吸い殻）

について、全て収集する。  

  イ 収集した廃棄物等はその性質により、適正に処分することができる処分場

に搬入すること。 

   ウ 収集後、当該集積場所及びその付近にごみ等の散乱がないよう、必要に応

じ掃き掃除を行う等、清潔の保持及び整理整頓に努めること。 

 

３ 作業等 

⑴ 本業務に使用する運搬車両は原則２トン車とする。また、運搬中は収集した

ごみが飛散しないよう必要な措置を講じること。 
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⑵ 本業務の受託人は、作業従事者に対して、常に細心の注意と誠意を持って作

業するように指導すること。 

 

４ 報告等 

本業務の受託人は、収集運搬実績報告書（様式１）及び収集運搬日、数量を１

箇月分を記した内訳書（様式２）を翌月１４日までに総務課に提出すること。 

 

５ 委託料の支払い 

⑴ 請求の方法 

   委託料については、１箇月ごとに収集運搬実績を取りまとめのうえ、収集運

搬実績に１㎏あたりの単価を乗じて算出し、１箇月の実績を取りまとめたうえ

で請求すること。 

⑵ 請求先 

   請求先は、公社経営企画室総務課とし、当月分を翌月１４日までに請求書

とともに、見積書、収集運搬実績報告書（様式１）及び内訳書（様式２）を

担当者宛に提出すること。 

   また、あて先は「京都市住宅供給公社理事長」とすること。 

 

６ 支払について 

委託料の支払いについては、各月の業務完了確認後、適正な請求書を受領した

日から３０日以内に銀行振込により支払うものとする。 

 

７ その他 

⑴ 本業務の受託人は、その実施に関し京都市住宅供給公社総務課担当者と密接

に連絡を取り合うこと。 

⑵ 本仕様書に掲げる業務以外の業務の必要性が生じた場合は別途協議する。 

⑶ 委託者は処分場への搬入の際、立会いによる履行の確認を求めることができ

るものとする。受託人はこれを拒むことができない。 

⑷ 落札者は、本委託契約書を交わす際、受託者として「一般廃棄物収集・運搬

許可証」を添付すること。また、受託者の委託業務に積替保管を含む場合は、

積替保管の項目（所在地、種類、保管上限等）を必ず記載、あるいは記載した

ものを添付すること。 

 

以上 
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収集運搬実績報告書 

 

    年    月    日  

 

（あて先）京都市住宅供給公社理事長 様 

     （担当 経営企画室総務課） 

 

 

住 所 

商号又は名称 

代表者名                 印 

 

 

 

   年   月分の業務実績について、次のとおり報告します。 

 

 一般廃棄物（厨芥類、紙くず、木くず、吸い殻、ほこり） 

 

 

 

 

 

 

（留意事項）１ 翌月の１４日までに報告願います。 

２ 実績がない場合も、０kgで報告してください。 

収集量（kg） 

 

（様式１） 



4 

内訳書 

 収集運搬実績報告書（    年  月分）の内訳について、下記のとおり報告します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

日付・曜日 一般廃棄物のゴミ重量（kg） 

１（  ）  

２（  ）  

３（  ）  

４（  ）  

５（  ）  

６（  ）  

７（  ）  

８（  ）  

９（  ）  

１０（  ）  

１１（  ）  

１２（  ）  

１３（  ）  

１４（  ）  

１５（  ）  

１６（  ）  

１７（  ）  

１８（  ）  

１９（  ）  

２０（  ）  

２１（  ）  

２２（  ）  

２３（  ）  

２４（  ）  

２５（  ）  

２６（  ）  

２７（  ）  

２８（  ）  

２９（  ）  

３０（  ）  

３１（  ）  

合計  

（様式２） 


